
容器トレイ・発泡スチロールも対象になります

※商品を使ったり出したりした後に、不要となるプラスチック製の入れ物
　（容器）、包み（包装）が対象になります。ポリバケツなど、プラスチッ
　ク製品そのものは対象になりません。

※下記のイラストはプラスチック製容器包装の対象となるものの
　一例です。

※内袋（レジ袋など）で小分けにすると、
　効率的な回収・選別ができません。

紙製容器
（燃やせるごみ） プラスチック製容器

●ラベルやシールは無理にとる必要はありません。
●レジ袋はプラスチック製容器包装の対象ですが、生ごみ入れとして使ってもかまいません。
●洗っても汚れが落ちないプラスチック製容器包装はリサイクルできないため、燃やせるごみになります。
●色が染みている、においが残っている程度であれば、プラスチック製容器包装として持ち出してください。

テープ・カセット

計量カップ スプーン・フォーク ストロー 歯ブラシ

洗っても汚れがとれない
プラスチック製容器包装

クリーニング袋

おもちゃ ホース ポリタンク ポリバケツ

バラン

文具 ひも

衣装ケース
（80cm以上は

粗大ごみ）
農薬の容器

（家庭園芸用）

保存容器
弁当箱

ポリ手袋 コップ
及びそれらのケース

（保護フィルムも対象外）（保護フィルムも対象外）

湿布類湿布類
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注

クリーンステーション １５～４５ℓの透明袋

袋を二重にしないでください

間違えやすいもの（例）

対象にならないもの（例）プラスチック製でも下記のものは、「燃やせるごみ」です（8ページ参照）。
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